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博士 学位申請論文要 旨

【タイ トル】

1 3 - 1 4 世紀モ ン ゴル 時代にお ける ペ ル シ ア語

イ ン シ ヤ
ー 術とイ ン シ ヤ

ー 作品

I - - - - - 一 伝統的書簡文化とモ ン ゴル文書行政 - - -

Z O O 5 年3 月提出

渡部 良子

東京大学大学院人文社会系研究科

アジア文化研究専攻西ア ジア歴史社会専門分野

平成7 年4 月進学 平成1 4 年退学

本研究は ､ 1 3
-

1 4 世紀 モ ン ゴル支配期 のイ ラ ン高原を中心 とす る ペ ル シ ア語圏における ､ 書簡術 ( イ

ン シ ヤ
- 節) をめ ぐる エ リ

ー ト文化 の諸相に つ い て , イ ン シ ヤ
ー

術の 指南書 ･ 技術伝達に関わ る作品 ､

イ ン シ ヤ
ー 作品を辛がかり に考察する こ とを試み る ｡

矢口的 エ リ
ー トの必須教養 とされ る技巧的書簡 ･ 文書起草術 ､ イ ン シ ヤ

ー

術は, イ ラ ン ､ イ ン ド､ 中

央ア ジア に広が る ペ ル シ ア語文化圏 ( ペ ル シ ア語 を文章語と して 共有する恵域) の共通文化 とし て ､

強い 関心を集 めて い た ｡
しか し､ イ ン シ ヤ

ー 術が継承する規範と理念 とは
一

体何な の か
､ 具体的に 明

らか にされた こ とはなか っ た ｡ そ こ で本稿で は ､
ペ ル シ ア語イ ン シ ヤ

ー 術発展史 の中で従来注目され

て こなか っ たモ ンゴル支配期を事例に . 新たに発掘したイ ン シ ヤ
ー 術に関わ る指南書 ･ 文献 - イ ン

シ ヤ
- 作品の 分析を通 し て ､ 伝統的書簡術 の規範と理念が知的 エ リ

ー トの 思想 ･ 活動 を い か に 規定す

る の 恥 ま.た ､ モ ン ゴル支配により ペ ル シ ア語圏 に入 っ て きた モ ン ゴル文書行政の受容 にお い て ､ 伝

統的文革行政術がどの ような役割そ果たしたの か ､ 多面的な考察を試み る ｡

第1 章で
･
は ､

い まだ十分な調査が進ん で い な い ペ ル シ ア語イ ンシ ヤ
ー 作品の文献学的作業 を兼ね ､

1 3 - 1 4 世紀モ ン ゴル時代 のイ ラ ン高原で成立した1 5 点の イ ン シ ヤ
ー 術指南書 の詳細情報を整理し ､ イ

ン シ ヤ
ー 術指南書 の形式的な発達､

そ の編其の 文化的背景の 諸相 を検討した
｡

第2 章で は ､ 第1葦 で整理分析され たイ ン シ ヤ
ー 術指南書を辛がか り に

､ 知的エ l)
-

トが重視 した

ペ ル シア語書簡作法とは い かな る規範と理念を持つ の か ､ 指南書が主演する言説に即 して検討 した ｡

･ イ ン シ ヤ
ー 術指南書に 掛ナる書簡作法とそ の細目に関する議論は . 悉く書簡授受者間の 地位 ･ 上下関

係の 設定に集中して い た｡ 書簡冒頭部(サドル ･ ナ - マ) にお ける書簡 鯛 人 ･ 差出人の 地位決定 の 規

範を めぐり ,
ペ ル シ ア語書簡作法は1 3 世紀初頭から1 4 世紀 ､ モ ン ゴル時代を通して 目覚ま し い発達

と複雑化を遂げて い た こ とが確か められる ｡ 受取人 へ の 敬意 を表明する長大な技巧的美文体 の ラカ ブ

(称号) は ､ あくま で書簡授受者 の身分と力関係が正確に 細 され て い る こ とを第 一

とした ｡

M it cb ell
,
C . は ､ 1 3

- 19 世紀 の ペ ル シ ア請書簡 の 内的 - と外的特徴を本質的に不変に留ま る と し,

そ の 固定した枠の中で の 書記 の 文章技巧(s ab k) の希求と文学的表現 へ の 挑戦にイ ン シ ヤ
ー 術の ダイナ

ミズム が あ る とした ｡ イ ン シ ヤ
ー 術が本質的 に持 っ て い る 雄 弁 ･ 文学的素養 へ の 志向 に着目 した場合 ､



非常に的を得た分析と い えるだろう ｡
しか し､ 書簡術と し て の イ ン シ ヤ

ー 術で 重視され指南書 を通 し

て再生産され て い たの は､ 理 想的な書簡の 構成とそ の作法の 細目 と い う ｢枠｣ へ の こ だわ り で あ っ た

と い う こ とも看過され て はならな い ｡ 書簡作法を必要 とする高位の 人間達が相互 に取 り結ぶ 関係の 儀

礼を重視したか ら こそ ､ イ ン シ ヤ
⊥ 術とそ の指南書が発達し ､ 最新情報 を更新しつ つ ､ 伝統的な儀礼

の規範を再生産し続けた の で ある ｡

第3 章､ 第4 章で は , 書簡作法が位階の 作法と秩序が
､ 知的 エ 1)

- 卜が考える国家 ･ 社会の 秩序,

ある い はその政治的活動にどの ような影響を与え るの か を事例研究 として 検討した｡

モ ン ゴル支配は ペルシア語圏の 歴史観 ､ 文書形式など王権の 正統性 の 根本に関わる観域に大きな変

化をもたら したが , 書簡作法 の中で 最も重要な要素である君主 の ラカブの表現に つ い て は , ほぼ従来

の伝統 を継承 し て いたo
こ れ は単に モ ン ゴルが ペ ルシア語圏 の文化に同化 したと い うよ り､ ペ ル シア

語書簡術 に よる君主 の権威 の表象がトル コ ･ モ ンゴル系遊牧支配者を含む多様な勢力を取り込み うる

蓑項力を備え て い たため で あ ろう｡

一

方 ､ アミ
ー

ルや ワズイ
ー

ルな ど文武の 国家構成員 . ウラ マ -

な

ど知的 エ リ
ー

ト層の 集団を分類す る位階秩序は ､ 社会がいか な る諸集団 によ っ て構成されるか とい う

伝統的な理念を継承 し つ つ も ､ 時代に よる政治的 ･ 社会的変動に極め て直接的な影響を受け て い た ｡

モ ン ゴル時代 のイ ン シ ヤ
ー

術指帝書D a st a rが示 す位階の 序列 には ､ イ ル ハ
ー

ン朝期 に成立 した モ ン ゴ

ル支配体制 の特徴的要素が如実に反映され て い る ｡

⊥方､ そ の 他の ､ 宗教的 エ リ
ー トを頂点 とし ､ 知

的専門職 ･ 商人
･ 有力者な どを主要な構成員とする社会上 層諸階層 ､ お よび親族 の位階序列 は ､ 政治

的な変動にも殆ど影響を被る こ となく ､ 書簡作法を介 した社会秩序 の モデル として 継承 され て い た の

で あ る ｡

書簡作法におけるラカブ分類を目的 とした位階( m art ab a) の概念は ､ そ れに携わ る者達 - - 墳 顕

k h w 豆! S
- ロー の 社会秩序に対する意識 の 反映 で あ っ た ｡ 前章 で見たよう に ､ そ もそ も煩墳な書簡技巧が ､

高位 の 人物同士が円滑に関係 を取り結ぶ ため の 作法(a d ab) で あ っ た ｡ 社会は い かな る集団に よ っ て構

成さ れ そ の 各々 にどれ ほどの敬意が払われ て しか る べ きか
｡ 書簡通信と いう比較的日常的に行われ

る儀礼を通し て社会上層の 構成員を階層的に序列化 し､ そ の 秩序を再生産 ･ 再構成し続ける の が ､ イ

ン シ ヤ
｣ 術における 位階の 概念だ っ たの で ある o

ィ ス ラ
ー ム社会 臥 前近代 ヨ 一

口
■

ッ′てなどにお ける意味 で の軸度化された 身分社会 で はなか っ た ｡

確か に､ 政治思想にお い て 社会 ･ 国家を様々な集 馴 こ分類する概念は存在 し, また服装による職種 ･

地位 の 差異化なども日常的に行われ て い たが,
ム ス リム間の 階層化 ･ 身分の 峻別を促す法的な根拠は

原則的に存在しなか っ た｡ そ の 中で ､ 様々な地位や社会集 臥 - - - 一 王族 ･ 軍人
･ イス ラ

ー

ム法学者 ･ 地

域社会 の有力者 ･ 種々 の職種 の 庶民 など-- - - - を意識的に階層化 し､ そ れぞれ に払われ る べ き敬意 の多

寡に よ っ てそ の 力関係を決定 し､ 社会におけ争儀礼的な身分秩序の 維持に 一 役か っ て い たも の の ひ と

っ が､ 書簡術における位階 の 作法 で あ っ た と言え るD こ の 書簡術 の 位階の 作法がもたらす儀礼的身分

秩序 の 規範 胤 日常的な社会生活( 様々 な用件の書簡や請願) か ら ､ 行政(公的通 針 命令) ､ 外交(政権

間の 通信) にまで及 ん で い た ｡ 市井の 代筆屋か ら名士
. S 人 ･ 高官などの 私設秘書 ､ 勅令や親書の 起

草により名声を博した文書庁長官ま で ､ 書記術を技能と して 生計を立て るす べ て の者達に と っ て ､ 位

階の 作法 こそ は他の 何は さ て お い て も欠 い て はならな い , 日常的 ･ 社会的 ･ 政治的な関係性を意言靴

し ､
コ ン ト ロ

ー

ルするため の
,

欠く べ から ざる実践的な知識だ っ た の で あ る ｡

第 5 章で は ､ 文書起草術イ ラ ン に導入された モ ン ゴル文書行政 に つ い て ､ 近年明らか にされ つ つ あ



る大元ウル ス文書行政 の諸特徴 との 相違に注目し つ つ
､ 主 に伝統的 ペ ル シ ア語文書起草術か ら の 理解

と受容と いう観点か ら, 2 つ の 問題 を考察した｡

第1 は ､ モ ン ゴル帝国 にお けるイル ハ
ー

ン朝文書行政の 重層性 と､
モ ン ゴル君主文書ヤル リ グの 理

解で ある ｡
r モ ン ゴル の 文書｣ と い うイン/ i ク トととも に 入 っ て きた ｢ ヤル リグ｣ が ､ 君主勅令の 意

味 で ペ ル シ ア語に浸透した の は , 単な る術語 の(誤用 の) 慣用的な 定着と い う だけで はな い ｡ モ ン ゴル

帝国 - 王家とイ ラ ン支配者と い う2 つ の側面を持つ イル ハ
ー

ン朝が
､

一 方 で モ ン ゴル帝国文書行政 の

階層的秩序に則 した諸三文書を理念を守り つ つ ､

一 方 で 自ら の ヤルリグを最高権威とする帝国文書行

政の ミ ニ チ ュ ア を自ら の 支配下 にイ乍り上 げて い た とい う､ 独特 の 事情も背景 にして い たと思われる ｡

文書術に関する知識 ･ 技術を継承
･ 伝達するイ ンシ ヤ

ー 術指南書が ､ 後者の 文書分類を記録 し､ 伝統

的文書分類と対照させ て理解 して い たこ とは ､ そ の 二重性 の 反映 で あ っ た q

第2 は ､ モ ン ゴル命令文書式 の影響と伝続的文書起草術 の 継続 で ある｡

モ ン ゴル命令文書式は確か にイル ハ
ー ン朝の ペ ル シ ア詩文書 に大きな影響を与え ､ 後の ペ ル シ ア語

文書書式にも残る様々 な要素を持ち込んだD
しか し ､ 大元ウルス に見られたモン ゴル語によ る 君主 の

言葉を逐語的に写 し取る とい う理念は ､ 確か に ペ ル シア語文書に も部分的な影響を及ぼし て い る も の

の
､ 直訳体 とい う顕著な特徴 を示すに は い たらず , 文書文言や 理念の面で は伝統的インシ ヤ

ー 術に よ

る 公文書起草術 の枠内に留ま っ た ｡

東西 の モ ン ゴル文書行政受容に こ の ような相違が 生 じた理由は ､ 何だっ た の で あろうか
｡ 考 えうる

理由は ､ イル ハ ∵ ン 卸こおける モ ン ゴル語 ･ ペ ル シ ア語文書行政 臥 前者の 後者に対する 一 方向支配

だ っ たわ けで はな い , とい う こ とで あ る ｡
モ ン ゴル語が支配者 の言語 で あり公用語 で あ っ た こ とは明

らか だが ､ モ ン ゴル語が ペ ル シ ア語に翻訳 され るだけではな く ､
ペ ル シ ア詩文書が モ ン ゴル語 に翻訳 p

される こ ともありえた ｡ D a s ta r8こ任命文書用例が収録され て い る モ ン ゴル語書記(ki rab a トi M u g h 51i) の

職務の 一 つ は ､ 文書( m ak 血 豆t) が発行さ れた時 ､ そ の 裏面(di m n ) に モ ン ゴル語で抄訳(k h ula s a) を書く こ

とで あ っ た｡
シ ャ イ フ ･ ウワイス期の モ ン ゴル語 ･ ペ ル シ ア語合撃文書[H e rn ): a] は､

ペ ル シ ア詩文

をモ ン ゴル語に翻訳 したも の で あ る ｡
こ の ような両言語 の 双方向的な関係が ､

ペ ル シ ア語公文書書式

の中に モ ン ゴル的諸要素を巧み に掩け込ませた モ ン ゴル文書書茸
･ 文体を作り上 げる背景とな っ た の

で はないだろうか ｡

そ の
一

方で ､
ペ ル シ ア語イ ン シ ヤ

ー 術の 理念 の 中で積極的に評価 され た モ ン ゴル命令文書式 の 作法､

拍頭は ､ 後々 ま で ペ ル シ ア語文書に最 も影響を残したモ ン ゴル的要素とな っ た｡
モ ン ゴル命令文 の 最

も顕著な影響 とし て挙げられ る r s 6 z mi z｣ 冒頭書式怯サフ ァ ヴイ
一 朝期に 脚ナる文書行政 の 変革 と と

ー
もにイ ラ ン高原 の ペ ル シア語 圏から消滅する ｡

が ､ 始 熟ま
, イ ラ ン 高原 ,

･
ム か ル朝イ ン ド, 中央ア

ジアなどモ ン ゴル 期以降ペ ル シ ア語公用 - で形を変えて長く続けられ ､ ただ勅令だけで はな く ､ 書

簡 一 接廷文書などを含め極め て広く用い られる文書作成術 の 基本的作法の
一 つ とな っ た の で ある o

ペ ル シ ア語圏 の 知的エ 1)
- トが共有したイ ン シ ヤ

ー 術は ､
モ ン ゴル支配時代､ 時代的変化か ら距那

を保ちつ つ も ､ 自ら の伝統的理 念の枠内で モ ン ゴル支配によ る様々 な政治的 ･ 社会的変化 を吸収 した ｡

ペ ル シ ア語文書起草術 へ の モ ン ゴル傘令文の浸透にお い て も ､
フ ィ ルタ ー 的存在として そ の 方向性 を

定め た重要な要素が ､ 公文書起草術として の イ ン シ ヤ
ー 術 で あ っ たの で ある｡




